
 

  

株式会社カインズとの協働により、園芸用土の回収・リサイクルの取組を始めます 

       
 

株式会社カインズとの包括連携協定に基づき、家庭で不用になった園芸用土を令和８年６

月６日（土）からカインズ 相模原愛川インター店で回収します。１１月３０日（月）まで実証として

行い、問題がなければ本運用へ移行する予定です。（神奈川県内にあるカインズ店舗では初め

ての取組です。） 

回収した園芸用土は循環型培養土として再生され、再び店舗で販売されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 実施する取組 

  カインズ 相模原愛川インター店では、家庭で不用になった園芸用土を無料で回収するステ

ーションを設置します。本市は、その情報を市ホームページ等に掲載するとともに、市民から

不用となった園芸用土の処分の仕方について問合せがあった際に、本取組を案内します。 

  回収した園芸用土は、用土メーカーで焼成・殺菌等の工程を経て再生され、新たな循環型 

培養土として生まれ変わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月２８日 

相模原市発表資料  

回収ステーション（他店舗の設置例） 園芸用土以外のものは 

取り除いてください 

相模原市 × 

県内初 



２ 実施店舗・期間 

  実施店舗 カインズ 相模原愛川インター店（南区当麻１８７６番地） 

  営業時間 午前９時３０分から午後８時まで 

  実施期間 令和８年６月６日（土）から１１月３０日（月）まで 

       ※上記期間で実証を行い、問題が無ければ本運用へ移行する予定です。 

 

３ その他 

  ・カインズ以外で購入した園芸用土も回収します。 

  ・本サービスを利用するためには、カインズ会員登録（無料）が必要です。 

  ・園芸用土を持ち込む際は、土以外の異物（鉢底石や根など）を取り除く必要があります。 

  ・事業活動によって生じた土は持ち込めません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

廃棄物政策課 
 直通電話 042-769-8336 
資源循環推進課 
 直通電話 042-769-8245 
 



                                  株式会社カインズ 作成 



                                                                 株式会社カインズ 作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


